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 耐震改修で庁舎の改修が行われます

改
修
し
た
い
箇
所
は
沢
山
あ

る
の
が
実
情
で
す
。
補
助
制

水
道
に
つ
い
て
は
、
現
状
の

場
所
へ
建
て
替
え
る
場
合
は

道
の
駅
と
図
書
館
等
の
集
約

や
複
合
化
な
ど
、
総
務
省
が

幼
児
か
ら
高
校
生
ま
で
の
医

療
費
の
無
料
化
や
、
第
三
子

今
後
の
住
ま
い
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
調
査
が

村
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽

自
動
車
税
の
減
免
は
平
成
27

第
５
次
総
合
計
画
策
定
の
た

め
の
村
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ

庁
舎
等
の
耐
震
改
修
工
事
個
所
は

庁
舎
、多
目
的
集
会
施
設
を
予
定

【
庁
舎
の
耐
震
改
修
工
事
に
つ

い
て
】

【
移
住
、
定
住
促
進
に
つ
い
て
】

【
環
境
基
本
条
例
の
見
直
し

と
迷
惑
防
止
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
】

【
村
長
公
約
の
進
め
方
に
つ
い

て
】

【
被
災
支
援
に
つ
い
て
】

耐
震
改
修
以
外
の
改
修
工
事

は
。

神
城
断
層
地
震
に
伴
う
、
各

種
の
減
免
措
置
の
今
後
に
つ

新
住
宅
を
村
内
の
別
の
場
所

へ
新
築
し
た
場
合
の
、
上
下

道
の
駅
や
図
書
館
等
の
進
め

方
は
。

具
体
的
な
施
策
に
つ
い
て

は
。

公
営
住
宅
の
進
捗
状
況
は
。

環
境
基
本
条
例
の
ど
こ
を
見

直
す
の
か
。

度
が
無
い
こ
と
か
ら
予
算
的
な
制
約

が
あ
り
、
今
後
、
優
先
性
も
含
め
課

長
会
議
な
ど
で
検
討
し
て
い
き
ま

す
。

改
造
申
請
を
、
別
の
場
所
へ
新
築
し

た
場
合
は
旧
宅
の
権
利
を
移
動
し
て

使
用
し
、
加
入
金
の
負
担
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
同
時
使
用
は
出
来

ま
せ
ん
。
下
水
道
は
接
続
可
能
区
域

へ
移
設
す
る
場
合
に
限
り
、
新
た
に

発
生
す
る
受
益
者
負
担
金
は
免
除
す

る
方
向
で
要
綱
制
定
を
検
討
し
て
い

ま
す
。

国
庫
補
助
の
少
な
い
地
方
自
治
体
の

公
共
施
設
の
集
約
・
複
合
化
を
、
財

政
面
か
ら
支
援
す
る
制
度
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
方
版
総
合
戦

略
の
策
定
が
求
め
ら
れ
、
道
の
駅
や

観
光
局
の
事
務
所
の
移
転
、
農
産
加

工
施
設
な
ど
農
業
や
観
光
を
営
む
者

に
と
っ
て
も
、
有
効
に
活
用
で
き
る

施
設
を
兼
ね
備
え
た
複
合
施
設
の
実

現
に
向
け
て
進
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

以
降
の
保
育
料
の
減
免
な
ど
の
子
育

て
支
援
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
本
村

で
は
人
口
減
少
の
ペ
ー
ス
が
緩
や
か

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
き
た
と
は
言
い
難
い
状
況

で
す
。
今
後
は
総
合
計
画
、
総
合
戦

略
を
策
定
す
る
中
で
議
論
し
、
地
域

に
即
し
た
、
新
た
な
広
域
連
携
の
枠

組
み
に
よ
る
移
住
、
定
住
促
進
対
策

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

終
了
し
た
段
階
で
す
。
公
営
住
宅
の

建
設
場
所
、
必
要
戸
数
、
建
築
形
態

な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
、
国
庫
補
助

金
を
活
用
し
平
成
28
年
度
の
降
雪
前

ま
で
の
完
成
を
目
指
し
ま
す
。

年
度
限
り
で
延
長
は
し
ま
せ
ん
。
上

下
水
道
料
金
は
最
長
１
年
と
し
て
い

ま
す
が
、
最
大
５
年
ま
で
の
延
長
も

あ
り
え
ま
す
。
保
育
料
、
児
童
ク
ラ

ブ
、
介
護
保
険
料
は
本
年
10
月
で
終

了
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
白
馬
は
年
内

ま
で
減
免
し
ま
す
。

る
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
白
馬
村
の

開
発
規
制
に
つ
い
て
、｢

厳
し
い
規

制
ル
ー
ル
が
必
要
、
現
状
の
と
お

り
で
良
い｣

を
合
わ
せ
て
71
・
４
％

を
示
し
ま
し
た
。
条
例
制
定
か
ら
15

年
が
経
過
し
開
発
の
状
況
も
大
き
く

変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
美
し
い
山

岳
景
観
は
観
光
産
業
の
生
命
線
で
あ

り
、
状
況
に
即
し
た
新
た
な
形
で
の

開
発
の
取
り
決
め
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
開
発
と
規
制
の
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
な
が
ら
、
地
域
は
も
と
よ

り
、
関
係
者
か
ら
意
見
を
聞
き
な
が

ら
検
討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

い
て
は
。

水
道
の
加
入
分
担
金
の
取
り
扱
い

は
。
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